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○佐倉市子育て支援推進委員会条例施行規則 

平成16年２月13日規則第４号 

改正 

平成25年10月１日横書き施行 

平成25年10月３日規則第41号 

平成29年６月30日規則第33号 

佐倉市子育て支援推進委員会条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐倉市子育て支援推進委員会条例（平成15年佐倉市条例第47号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の定数） 

第２条 条例第３条に規定する佐倉市子育て支援推進委員会（以下「委員会」という。）の委員の

定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 条例第３条第１号に定める者 ３人以内 

(２) 条例第３条第２号に定める者 ２人以内 

(３) 条例第３条第３号に定める者 ２人以内 

(４) 条例第３条第４号に定める者 １人 

(５) 条例第３条第５号に定める者 ５人以内 

(６) 条例第３条第６号に定める者 ２人以内 

(７) 条例第３条第７号に定める者 ５人以内 

(８) 条例第３条第８号に定める者 ２人以内 

(９) 条例第３条第９号に定める者 １人 

（専門部会） 

第３条 委員会は、専門的事項に関する調査研究のため、委員会の会議の決定により専門部会（以

下「部会」という。）を設けることができる。 

２ 部会の部会員は、委員の中から委員長が指名するものとする。 

３ 部会に部会長及び副部会長各１人を置き、部会員の互選により定める。 

４ 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 
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７ 部会長は、部会の会議の結果を委員長に報告しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年10月３日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年６月30日規則第33号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


